
山形市道の駅条例施行規則をここに公布する。 

 

令和５年 月  日 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘     

 

山形市規則第  号 

 

山形市道の駅条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、山形市道の駅条例（令和５年市条例第２１号。以下「条例」という。）

第１７条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間等） 

第２条 道の駅やまがた蔵王（以下「道の駅」という。）の開館時間は、午前９時から午後５

時３０分までとする。ただし、次に掲げる施設については、開館時間以外の時間においても

使用することができる。 

⑴ 休憩施設 

⑵ 交通拠点施設 

⑶ 防災施設 

⑷ その他特に市長が必要と認める施設 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第４条第１項の許可（以下「使用の許可」という。）を受

けて施設を使用する場合における当該施設の使用時間は、別表第１のとおりとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、第１項の開館時間又は前項の

使用時間を変更することができる。 

（休館日） 

第３条 道の駅の休館日は、１月１日とする。ただし、次に掲げる施設については、休館日に

おいても使用することができる。 

⑴ 休憩施設 

⑵ 交通拠点施設 

⑶ 防災施設 



⑷ その他特に市長が必要と認める施設 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、同項の休館日を変更し、又は臨

時に休館することができる。 

（使用許可の申請） 

第４条 使用の許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 次号に掲げる施設以外の施設 山形市道の駅使用許可申請書（車中泊施設以外）（別記

様式第１号） 

 ⑵ 車中泊施設 山形市道の駅使用許可申請書（車中泊施設）（別記様式第２号） 

２ 前項各号の申請書は、次の各号に掲げる申請書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

期間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これによらないこ

とができる。 

 ⑴ 山形市道の駅使用許可申請書（車中泊施設以外） 使用を開始しようとする日の１年前

から１４日前まで 

 ⑵ 山形市道の駅使用許可申請書（車中泊施設） 使用を開始しようとする日の１年前から

当該使用の開始日の午後５時まで 

（使用許可証の交付） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これに係

る使用の許可をしたときは、山形市道の駅使用許可証（車中泊施設以外）（別記様式第３

号）又は山形市道の駅使用許可証（車中泊施設）（別記様式第４号）を当該許可を受けたも

のに交付するものとする。 

（使用許可の変更等） 

第６条 使用の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は、前条の使用許可証に記載さ

れた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、山形市道の駅使用変更・取消許可

申請書（車中泊施設以外）（別記様式第５号）又は山形市道の駅使用変更・取消許可申請書

（車中泊施設）（別記様式第６号）に当該使用許可証を添えて市長に提出し、速やかにその

許可を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これに係る使用の内

容の変更又は取消しの許可をしたときは、山形市道の駅使用変更・取消許可証（車中泊施設

以外）（別記様式第７号）又は山形市道の駅使用変更・取消許可証（車中泊施設）（別記様



式第８号）を当該許可を受けたものに交付するものとする。 

（附属設備及び備付けの物品の使用料） 

第７条 条例別表第１に規定する附属設備及び備付けの物品の種類及びその使用料の額は、別

表第２のとおりとする。 

（入場料金を領収する場合の報告） 

第８条 条例別表第１備考第２項に規定する入場料金（以下「入場料金」という。）を領

収して使用する者は、山形市道の駅入場料金領収報告書（別記様式第９号）を市長に提

出しなければならない。 

（準備使用料） 

第９条 条例別表第１備考第３項に規定する準備のために使用する場合の使用料の額は、条例

別表第１に規定する使用料の額の１００分の５０に相当する額とする。 

（冷暖房料） 

第１０条 条例別表第１備考第５項の規定により徴収する冷暖房料の額は、別表第３のとおり

とする。 

（使用料等の納入時期） 

第１１条 条例第７条第２項の規定による使用料の納入時期は、次項に定めるものを除き、第

５条の使用許可証の交付の日から使用を開始する日（第１４条第１項第２号において「使用

開始日」という。）の１４日前までとする。 

２ 次に掲げる使用料については、当該使用料の支払の請求を受けた後、速やかに全額を

納入しなければならない。 

 ⑴ 附属設備及び備付けの物品の使用料 

 ⑵ 条例別表第１備考第２項に規定する入場料金を領収して使用する場合の使用料のうち、

同項に規定する加算額 

 ⑶ 条例別表第１備考第４項に規定する特別に電気、水道又はガスを使用した場合の実費相

当額 

 ⑷ 冷暖房料 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用料の納入時期を別に定める

ことができる。 

（不足使用料の徴収） 

第１２条 市長は、第６条第１項の許可により使用の内容に変更があった場合において、使用



者が既に納付した使用料に不足が生じたときは、同条第２項の規定による山形市道の駅使用

変更・取消許可証の交付の際に、その不足の額を徴収するものとする。ただし、市長が必要

と認めるときは、その納入時期を別に定めることができる。 

（使用料の減免） 

第１３条 条例第８条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、山形市道の駅使用

料減免申請書（別記様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これに係る使用料の

減免の決定をしたときは、山形市道の駅使用料減免決定通知書（別記様式第１１号）により、

当該決定を受けたものに通知するものとする。 

（使用料の還付） 

第１４条 条例第９条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる還付の事

由の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 条例第９条第１号に規定する事由 全額 

⑵ 条例第９条第２号に規定する事由 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 使用開始日の１４日前までに第６条第１項の規定による使用の取消しの許可の申請が

あり、これを許可したとき 使用料の８０パーセントに相当する額 

イ 使用開始日の９日前までに第６条第１項の規定による使用の取消しの許可の申請があ

り、これを許可したとき（アに該当する場合を除く。） 使用料の５０パーセントに相

当する額 

ウ 使用開始日の３日前までに第６条第１項の規定による使用の取消しの許可の申請があ

り、これを許可したとき（ア又はイに該当する場合を除く。） 使用料の２０パーセン

トに相当する額 

エ 使用開始日の１４日前までに第６条第１項の規定による使用の変更の許可の申請があ

り、これを許可した場合において、当該使用に係る使用料が減額されたとき 当該減額

された額 

オ アからエまでに掲げるもののほか、特に還付することが適当と市長が認めるとき 市

長が定める額 

２ 条例第９条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするものは、山形市道の駅使

用料還付申請書（別記様式第１２号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これに係る還付の決



定をしたときは、山形市道の駅使用料還付決定通知書（別記様式第１３号）により、当該決

定を受けたものに通知するものとする。 

（遵守事項） 

第１５条 道の駅を利用するもの及び使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

⑴ みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。 

⑵ 使用の許可を受けた施設以外の施設を専用使用しないこと。 

⑶ 立入りを認められた場所以外の場所に立ち入らないこと。 

⑷ 所定の場所以外の場所において飲食又は喫煙をしないこと。 

⑸ 承諾を得ないで道の駅の建物又は敷地内において物品を販売しないこと。 

⑹ 承諾を得ないで広告類を掲示し、又は配布しないこと。 

⑺ 道の駅の建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。 

⑻ 他人の迷惑となる行為をしないこと。 

⑼ その他道の駅の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。 

（指定管理者が管理を行う場合の規定の適用等） 

第１６条 条例第１３条の規定により指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に道の駅の管理を行わせる

場合におけるこの規則の規定の適用等については、次に定めるところによる。 

⑴ 第２条から第６条までの規定の適用については、第２条第３項及び第３条第２項中「市

長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承

認を受けて」と、第４条から第６条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とす

る。 

⑵ 山形市道の駅使用許可申請書その他の道の駅の管理上必要な書類（条例第１４条第１項

に規定する業務に係るものに限る。）の様式については、この規則の規定にかかわらず、

あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。 

（委任） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 

 

 



別表第１（第２条関係） 

施設の名称 使用時間 

樹氷ホール 

午前０時から午後１２時まで 

厨房Ａ 

厨房Ｂ 

イベント広場１ 

イベント広場２ 

車中泊施設 午後１時から午前１０時まで 

別表第２（第７条関係） 

施設区分 品名 単位 使用料の額 

樹氷ホール 

長机 １卓 ３００円 

椅子 １脚 １００円 

移動ステージ １台 ５，７００円 

ステップ １台 ４００円 

物販台 １台 ９００円 

演台 １台 １，８００円 

プロジェクター 一式 ４，１００円 

マイク １本 ６００円 

アンプワゴン １台 ３，４００円 

ベルトパーテーション １台 １，３００円 

有孔ボード １台 １，５００円 

ホワイトボード １台 １，６００円 

イベント広場１ 
テント 一式 ３，０００円 

イベント広場２ 

別表第３（第１０条関係） 

施設区分 料金（１時間までごと） 

樹氷ホール 
全面使用 １，１５０円 

２分の１面使用 ５７５円 

厨房Ａ ２５０円 

厨房Ｂ １５０円 



別記様式第１号（第４条関係） 

 

（宛先）山形市長

【申請者情報】

申請者氏名

住所（所在地） 〒

代表者氏名

電話番号 　　  　 ＦＡＸ番号

メールアドレス

【申請内容】

使用目的

使用期間（※１）

使用時間

使用時間帯（※２）

　　厨房Ａ（調理用）　　厨房Ｂ（調理用）　　ガス　　　冷暖房（　時間）

　　厨房Ａ（惣菜用）　　厨房Ｂ（惣菜用）　　ガス　　　冷暖房（　時間）

　　イベントスペース（イベント広場１）　イベント広場（イベント広場２）

　　電気　　　　　　　　　　　　　　　　水道

入場料金 　　無料　　/　　　有料（　　　　　　　　　円　～　　　　　　　　円）

【附属設備及び備付けの物品】

備品名

長机

椅子

移動ステージ

ステップ

物販台

演台

プロジェクター

スタッフ数

取得必要許認可

保険加入 　　有　/ 　　無　（契約内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他のご要望

※１　休館日：1月1日

※２　使用時間帯：全日9：00～17：00、半日(午前)9：00～13：00、半日(午後)13：00～17：00

　　全日　　　　半日（午前）　　　半日（午後）　　　　延長（　　時間）

　　樹氷ホール（全面）　　　　　冷暖房（　時間）　　　　　給排水　

有孔ボード

　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日　（　　　日間）

数量 備品名

マイク

アンプワゴン

ホワイトボード

テント

　　樹氷ホール（２分の１面）　北側　　南側　　冷暖房（　時間）　給排水　

年　　月　　日

山形市道の駅使用許可申請書（車中泊施設以外）

道の駅施設等を使用したいので、次のとおり申請します。

　　　時　　　分　～　　　時　　　分　（計　　　時間）

ベルトパーテーション

数量

使用施設



市使用欄

受付日

使用料

備考

　　　　　  納入日

　　　　　  請求日



様式第２号（第４条関係） 



 

（宛先）山形市長

【申請者情報】

申請者氏名

同乗者

住所（所在地） 〒

電話番号

メールアドレス

【申請内容】

使用期間

使用開始時間

申請区画

火器の使用 　　有　/ 　　無　（使用する火器：　　　　　　　　　　　　　　　　）

【使用規約】

区画

年　　月　　日

山形市道の駅使用許可申請書（車中泊施設）

車中泊施設を使用したいので、次のとおり申請します。

大人　　　　　　　名　　　　子ども　　　　　　　名

　　　　　時　　　分　　 　　　時　　　分　　　　　使用終了時間

　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日　（　　　日間）

設営・撤去

災害予防

その他

上記各事項について、確認しました。

・使用中は、ダッシュボードなどの車の外側から見える場所に使用許可証を提
示してください。
・準備及び撤去は全て使用者が使用時間内に行ってください。
・ごみは各自お持ち帰りください。道の駅での処分を希望する場合は、当施設
指定のごみ袋を購入の上、指定のごみ捨て場に出してください。
・利用終了の際は、使用者が責任を持って清掃し、原状回復を行ってくださ
い。
・電源に鍵をかけた後、総合案内所に使用許可証と鍵を返却してください。総
合案内所の営業時間前の場合は、郵便ポストに投函してください。

・市は、駐車場及び施設における事故、盗難等について一切の責任を負いませ
ん。事故の防止には万全を期してください。
・万が一、災害等の非常事態が発生した場合には、市の指示に従ってくださ
い。

・施設や設備などを損壊し、又は滅失した場合は、速やかに総合案内所に連絡
し、調査を受けてください。調査の内容に基づき、損害賠償の請求をさせてい
ただきます。
・火器の使用は、駐車場の区画内で行ってください。延焼や焦げ跡が残らない
よう、防炎シートなどを必ず使用してください。
・施設内、駐車場及び広場は、全て禁煙です。所定の喫煙所以外では喫煙しな
いでください。
・広場でイベントが開催されている場合は、イベントのルールに従ってくださ
い。
・騒音や大声、花火など他人や近隣の住民の迷惑となる行為はしないでくださ
い。
・臭いのきついものの持込みはご遠慮ください。
・爆発物、発火物等の危険物を持ち込まないでください。
・公の秩序を乱す行為はしないでください。



市使用欄

受付日

使用料

備考

　　　　　  請求日

　　　　　  納入日



様式第３号（第５条関係） 

  

　　　　　　　　　　様 許可年月日　　　年　　月　　日

山形市長

します。

【許可内容】

使用目的

使用期間

使用時間 　　　時　　　分　～　　　時　　　分　（計　　時間）

使用時間帯 　　全日　　　半日（午前）　　　半日（午後）　　　延長（　　時間）

品名 数量 品名 数量 品名 数量

使用料

　　　年　月　日付けで申請のあった道の駅の施設等の使用について、次のとおり許可

使用施設

　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日　（　　日間）

附属設備及び
備付けの物品

許可番号　 第　　　　　　　号

山形市道の駅使用許可証（車中泊施設以外）



様式第４号（第５条関係） 

 

　　　　　　　　　　様 許可年月日　　　年　　月　　日

山形市長

【許可内容】

使用期間

使用開始時間

申請区画

火器の使用 　　有　/ 　　無　（使用する火器：　　　　　　　　　　　　　　　）

許可番号　

区画

第　　　　　　　号

山形市道の駅使用許可証（車中泊施設）

　　　年　月　日付けで申請のあった車中泊施設の使用について、次のとおり許可します。

　　　　　時　　　分　　 　　　使用終了時間

　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日　（　　日間）

　　時　　　分　



様式第５号（第６条関係） 

 

（宛先）山形市長

【申請者情報】

申請者氏名

住所（所在地） 〒

代表者氏名

電話番号 　　  　 FAX番号

メールアドレス

【申請内容】

申請区分

許可年月日 　　　　年　　月　　日 　　  　 許可番号

使用目的

使用期間（※１）

使用時間

使用時間帯（※２）

　　厨房Ａ（調理用）　　厨房Ｂ（調理用）　　ガス　　　冷暖房（　時間）

　　厨房Ａ（惣菜用）　　厨房Ｂ（惣菜用）　　ガス　　　冷暖房（　時間）

　　イベントスペース（イベント広場１）　イベント広場（イベント広場２）

　　電気　　　　　　　　　　　　　　　　水道

入場料金 　　無料　　/　　　有料（　　　　　　　　　円　～　　　　　　　　円）

【附属設備及び備付けの物品】

備品名

長机

椅子

移動ステージ

ステップ

物販台

演台

プロジェクター

数量

マイク

アンプワゴン

ホワイトボード

年　　月　　日

山形市道の駅使用変更・取消許可申請書（車中泊施設以外）

第　　　　　　　　　号

変更後の内容

道の駅の施設等の使用の内容の変更又は使用の取消しをしたいので、次のとおり申請します。

有孔ボード

　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日　（　　　日間）

　　全日　　　　半日（午前）　　　半日（午後）　　　　延長（　　時間）

　　樹氷ホール（全面）　　　　　冷暖房（　時間）　　　　　給排水　

　　樹氷ホール（２分の１面）　北側　　南側　　冷暖房（　時間）　給排水　

数量 備品名

使用施設

使用変更　　　　/　　　　　　取消し

ベルトパーテーション

　　　時　　　分　～　　　時　　　分　（計　　　時間）

テント



スタッフ数

取得必要許認可

保険加入 　　有　/ 　　無　（契約内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他のご要望

※１　休館日：1月1日

※２　使用時間帯：全日9：00～17：00、半日(午前)9：00～13：00、半日(午後)13：00～17：00

市使用欄

受付日

使用料

備考

　　　　　  請求日

　　　　　  納入日



様式第６号（第６条関係） 

 

（宛先）山形市長

【申請者情報】

申請者氏名

同乗者

住所（所在地） 〒

電話番号

メールアドレス

【申請内容】

使用期間

使用開始時間

申請区画

火器の使用 　　有　/ 　　無　（使用する火器：　　　　　　　　　　　　　　　　）

申請区分 使用変更　　　　/　　　　　　取消し

許可年月日 　　　　年　　月　　日 　　  　 許可番号

使用期間

使用開始時間

申請区画

火器の使用 　　有　/ 　　無　（使用する火器：　　　　　　　　　　　　　　　　）

市使用欄

受付日

使用料

備考

区画

　　　　　  請求日

　　　　　  納入日

第　　　　　　　　　号

変更後の内容

　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日　（　　　日間）

　　　　　時　　　分　　 　　　使用終了時間 　　　時　　　分　　

区画

年　　月　　日

山形市道の駅使用変更・取消許可申請書（車中泊施設）

車中泊施設の使用の内容の変更又は使用の取消しをしたいので、次のとおり申請します。

大人　　　　　　　名　　　　子ども　　　　　　　名

　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日　（　　　日間）

　　　　　時　　　分　　 　　　使用終了時間 　　　時　　　分　　



様式第７号（第６条関係）  

 

　　　　　　　　　　様 　 　 年　　月　　日

山形市長

【許可内容】

許可区分 使用変更　　　　/　　　　　　取消し

許可年月日 　 　　　年　　月　　日　　  　 許可番号

使用目的

使用期間

使用時間 　　　時　　　分　～　　　時　　　分　（計　　時間）

使用時間帯 　　全日　　　半日（午前）　　　半日（午後）　　　延長（　　時間）

品名 数量 品名 数量 品名 数量

使用料

附属設備及び
備付けの物品

　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日　（　　日間）

使用施設

　　　年　月　日付けで申請のあった道の駅の施設等の使用の内容の変更又は使用の取消し

第　　　　　　　号

山形市道の駅使用変更・取消許可証（車中泊施設以外）

変更・取消許可番号

変更・取消許可年月日

については、次のとおり許可します。

第　　　　　　　　　号

変更後の内容



様式第８号（第６条関係） 

  

　　　　　　　　　　様 　 　 年　　月　　日

山形市長

ついては、次のとおり許可します。

【許可内容】

許可区分 使用変更　　　　/　　　　　　取消し

許可年月日 　 　　　年　　月　　日　　  　 許可番号

使用期間

使用開始時間

申請区画

火器の使用 　　有　/ 　　無　（使用する火器：　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日　（　　日間）

　　　　　時　　　分　　 　　　使用終了時間 　　時　　　分　

区画

　　　年　月　日付けで申請のあった車中泊施設の使用の内容の変更又は使用の取消しに

第　　　　　　　　　号

変更後の内容

変更・取消許可番号 第　　　　　　　号

変更・取消許可年月日

山形市道の駅使用変更・取消許可証（車中泊施設）



様式第９号（第８条関係） 

  

（宛先）山形市長

【申請者情報】

申請者氏名

住所（所在地） 〒

代表者氏名

電話番号 　　  　 FAX番号

メールアドレス

【報告内容】

許可年月日 　 　　　年　　月　　日　　  　 許可番号

入場者数

入場料金

入場料金合計

市使用欄

受付日 　　  　請求日

使用料 　　 　 納入日

使用料加算額  　　　　備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

年　　月　　日

山形市道の駅入場料金領収報告書

道の駅の施設の使用において入場料金を領収しましたので、次のとおり報告します。

第　　　　　　　　　号

　円　　　　　　～　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　人



様式第１０号（第１３条関係） 

  

（宛先）山形市長

【申請者情報】

申請者氏名

住所（所在地） 〒

代表者氏名

電話番号 　　  　 FAX番号

メールアドレス

【申請内容】

減額・免除を
受けようとす

る理由

備考

年　　月　　日

山形市道の駅使用料減免申請書

山形市道の駅の施設等の使用料の減額・免除を受けたいので、次のとおり申請します。

使用目的

使用内容

使用料



様式第１１号（第１３条関係） 

  

　　　　　　　　　　様 許可年月日　　　年　　月　　日

山形市長

　　　年　月　日付けで申請のあった道の駅の施設等の使用料の減免については、次の

とおり決定しましたので通知します。

備考

許可番号　 第　　　　　　　号

山形市道の駅使用料減免決定通知書

使用目的

使用内容

減額・免除の
理由

減額・免除の
金額



様式第１２号（第１４条関係） 

（宛先）山形市長

【申請者情報】

申請者氏名

住所（所在地） 〒

代表者氏名

電話番号 　　  　 FAX番号

メールアドレス

【申請内容】

還付を受けようと
する理由

許可年月日 　　　　年　　月　　日 　　  　 許可番号

使用期間

使用時間

使用時間帯

　　厨房Ａ（調理用）　　厨房Ｂ（調理用）　　ガス　　　冷暖房（　時間）

　　厨房Ａ（惣菜用）　　厨房Ｂ（惣菜用）　　ガス　　　冷暖房（　時間）

　　イベントスペース（イベント広場１）　イベント広場（イベント広場２）

　　電気　　　　　　　　　　　　　　　　水道

入場料金 　　無料　　/　　　有料（　　　　　　　　　円　～　　　　　　　　円）

【附属設備及び備付けの物品】

備品名

長机

椅子

移動ステージ

ステップ

物販台

演台

プロジェクター

ベルトパーテーション

使用施設

有孔ボード

ホワイトボード

テント

年　　月　　日

山形市道の駅使用料還付申請書

道の駅の施設等の使用料の還付を受けたいので、次のとおり申請します。

第　　　　　　　　　号

数量 備品名 数量

　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日　（　　　日間）

　　全日　　　　半日（午前）　　　半日（午後）　　　　延長（　　時間）

　　樹氷ホール（全面）　　　　　冷暖房（　時間）　　　　　給排水　

　　樹氷ホール（２分の１面）　北側　　南側　　冷暖房（　時間）　給排水　

　　　時　　　分　～　　　時　　　分　（計　　　時間）

マイク

アンプワゴン



還付申請金額

納入年月日

　　　　銀行　　　　店　　　　普通　　　当座　　　その他（　　　　）

フリガナ

口座名義人

市使用欄

受付日

使用料

備考

　　　　　  請求日

　　　　　  納入日

還付金振込先
口座番号　



様式第１３号（第１４条関係） 

 

　　　　　　　　　　様 　　　年　　月　　日

山形市長

り決定しましたので通知します。

【許可内容】

還付の理由

許可年月日 　 　　　年　　月　　日　　  　 許可番号

使用期間 　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日　（　　日間）

使用時間

使用時間帯 　　全日　　　半日（午前）　　　半日（午後）　　　延長（　　時間）

品名 数量 品名 数量 品名 数量

還付決定金額

還付年月日

第　　　　　　　　　号

第　　　　　　　号

山形市道の駅使用料還付決定通知書

　　　年　月　日付けで申請のあった道の駅の施設等の使用料の還付については、次のとお

使用料還付決定番号

使用料還付決定年月日

　　　　時　　　分　　～　　　時　　　分　（計　　時間）

　　　　　　　　　　　　　　　　円

年　　　　月　　　　日

使用施設

附属設備及び
備付けの物品



 

　　　　銀行　　　　店　　　　普通　　　当座　　　その他（　　　　）

フリガナ

口座名義人

還付金振込先

口座番号　


